
第Ⅲ部

地域別の取組

エチオピアの「国立イネ研究研修センター強化プロジェクト」において、イネの生育調査の方法を同センター職員に指導するJICA専門家（写真：JICA）
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第Ⅲ部　地域別の取組

日本は、各地域における問題の経済的、社会的背景なども理解した上で、刻一刻と変化する情勢に柔軟
に対応しながら、支援の重点化を図りつつ、戦略的、効果的かつ機動的に開発協力を行うことで開発途上
国の問題解決の支援に取り組んでいます。第Ⅲ部では、こうした地域別の取組について紹介します。

	 図表Ⅲ-1	 二国間政府開発援助の地域別実績（2019年）

（単位：百万ドル）

援助形態

地域

二国間政府開発援助

贈　　与

計

政府貸付等

（A）－（B）

支出純額 支出総額

無償資金協力
技術
協力

貸付
実行額
（A）

回収額
（B） 合計 対前年比

（％） 合計 構成比
（％）

対前年比
（％）うち国際

機関経由

アジア 738.15 160.26 653.65 1,391.81 7,580.34 5,989.93 1,590.40 2,982.21 99.8 8,972.14 61.1 19.5

東アジア 425.02 64.25 418.52 843.54 2,957.58 4,352.63 -1,395.05 -551.50 59.6 3,801.12 25.9 22.9

　北東アジア 37.31 － 24.82 62.13 56.41 896.06 -839.65 -777.52 10.6 118.54 0.8 27.0

　東南アジア 386.16 63.06 388.57 774.73 2,901.17 3,456.56 -555.39 219.34 143.8 3,675.90 25.0 22.9

南西アジア 217.67 64.08 202.11 419.78 4,076.16 1,494.14 2,582.02 3,001.80 17.5 4,495.94 30.6 12.5

中央アジア・
コーカサス 63.29 1.22 26.85 90.14 426.00 130.66 295.33 385.47 70.9 516.13 3.5 54.2

アジアの 
複数国向け 32.17 30.71 6.18 38.35 120.60 12.50 108.10 146.44 90.5 158.94 1.1 85.3

中東・ 
北アフリカ 445.46 384.64 89.33 534.79 976.49 730.40 246.08 780.88 -16.4 1,511.28 10.3 -10.2

サブサハラ・
アフリカ 675.71 220.22 310.50 986.22 567.24 187.93 379.31 1,365.53 12.4 1,553.46 10.6 16.5

中南米 120.50 15.03 118.03 238.53 174.30 252.29 -77.99 160.54 -15.8 412.83 2.8 -8.8

大洋州 139.62 6.35 39.97 179.59 41.45 14.89 26.56 206.16 3.1 221.04 1.5 0.8

欧州 13.12 3.43 13.97 27.09 49.93 72.68 -22.75 4.34 -48.4 77.02 0.5 -4.5

複数地域に 
またがる援助等 424.88 370.86 1,500.79 1,925.66 9.17 － 9.17 1,934.83 -4.2 1,934.83 13.2 -4.2

合計 2,557.44 1,160.78 2,726.24 5,283.68 9,398.92 7,248.12 2,150.80 7,434.48 22.7 14,682.60 100.0 10.4

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［－］は、実績が全くないことを示す。
・卒業国向け援助を含む。
・無償資金協力には国際機関経由の援助のうち、国別に分類できる援助を含む。
・複数地域にまたがる援助等には、複数地域にまたがる調査団の派遣等、地域分類が不可能なものを含む。
・「アジアの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を使用しているため、一部の中東地域を含む複数国向けの実績が含まれている。
・マイナスは貸付などの回収額が供与額を上回ったことを示す。
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1．東アジア地域
東アジア地域には、韓国やシンガポールのように高

い経済成長を遂げ、既に開発途上国から援助供与国へ
移行した国、カンボジアやラオスなどの後発開発途上
国（LDCs）、インドネシアやフィリピンのように著
しい経済成長を成し遂げつつも国内に格差を抱えてい
る国、そしてベトナムのように市場経済化を進める国
など様々な国が存在します。日本は、これらの国々と
政治・経済・文化のあらゆる面において密接な関係に
あり、また、この地域の安定と発展は、日本の安全と
繁栄にも大きな影響を及ぼします。こうした考え方に
立って、日本は、東アジア諸国の多様な経済社会の状
況や、必要とされる開発協力の内容の変化に対応しな
がら、開発協力を行っています。
2020年は、新型コロナウイルス感染症の世界的な

感染拡大と、世界規模で人的・物的往来が制限された
ことで、東アジア地域でも多くの国が社会的・経済的
に大きな打撃を受けました。そのため日本は、東アジ

アおよび東南アジア諸国の10か国に対し、総額約
230億円の保健・医療関連機材の供与、技術協力支
援を行っているほか、経済的影響を踏まえ、5か国に
対し総額約2,950億円の財政支援円借款を供与しま
した。さらに、「対ASEAN海外投融資イニシアティ
ブ」（詳細は以下の案件紹介を参照）のもと、質の高
いインフラや中小企業支援等に関する民間セクターへ
の投融資も拡大し、ASEAN諸国の経済再生に貢献し
ています。
また、ASEANの感染症対応能力を強化するため、

日本はJICAの技術協力による専門家派遣や研修の実
施を含め、ASEAN感染症対策センターの設立を全面
的に支援していきます。日本は、同センターを通じ
て、ASEAN地域における公衆衛生緊急事態への対応
や新興感染症対策の準備・探知・対応能力の強化に貢
献していきます（詳細は14ページの「開発協力ト
ピックス」を参照）。これに加えて、日本はワクチン
開発や医療物資調達を目的とした「新型コロナに関す

世界の「開かれた成長センター」たるASEAN（東南アジ
ア諸国連合）＊1域内の膨大な開発資金需要に応えるために、
ドナーや開発金融機関の無償資金協力や借款といった公的資
金に加え、民間セクターの資金を動員する重要性が増してい
ます。こうした背景のもと、日本は2019年11月の日
ASEAN首脳会議において、「対ASEAN海外投融資イニシア
ティブ」を立ち上げました。

同イニシアティブのもと、日本は、質の高いインフラ、金
融アクセス・女性支援、グリーン投資＊2の3分野について、
他の開発金融機関や民間金融機関とも協調し、官民合わせて
2020年～2022年の3年間で30億ドル規模の資金の動員を
目指し、JICAが海外投融資を通じて12億ドルの出融資を提
供する用意がある旨を発表しました。

同イニシアティブの具体的な取組として、2020年11月、
ASEAN諸国を中心に中小零

れい
細
さい

事業者向け金融アクセスの改
善に取り組むブルー・オーチャード＊3が設立したファンド
に対し、JICAが最大3,500万ドルを出資することを決定し
ました。新型コロナウイルス感染症の拡大の影響でASEAN
諸国が経済的打撃を受ける中、こうした支援を通じ、女性事
業者や中小零細企業者の差し迫った資金需要に応え、これら
の事業者の経済的地位の向上、ひいてはASEAN諸国の経済
発展にも貢献することが期待されています。

対ASEAN海外投融資イニシアティブは、「インド太平洋
に関するASEANアウトルック（AOIP）」に沿った日・
ASEAN協力を具体的に進める上での有効な枠組みです。日

本は今後も、同イニシアティブをはじめ民間資金動員のため
のツールも活用しながら、ASEANの持続可能な発展に貢献
するとともに、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」と
本質的な原則を共有するAOIPの実現を後押ししていきます。

＊1	 ASEANの構成国については、100ページの 注1 を参照。
＊2	 気候変動対策の一環として、太陽光・水力発電、省エネルギー

事業等に投資すること。
＊3	 マイクロファイナンス機関への投融資を行うファンド運営に強

みを持つスイスのファンドマネジメント会社

ブルー・オーチャードへの出資によって、支援を受けた女性事業者（写
真：JICA）

ASEAN 対ASEAN海外投融資イニシアティブ
海外投融資（2020年～2022年）
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るASEAN対応基金」に対し、APT基金からの拠出に
加え、日本として新たに100万ドルを拠出しました。

日本の取組

日本は、質の高いインフラ投資を通じた経済社会基
盤整備、制度や人づくりへの支援、貿易の振興や民間
投資の活性化など、ODAと貿易・投資を連携させた
開発協力を進めることで、この地域の目覚ましい経済
成長に貢献してきました。近年は、基本的な価値を共
有しながら、開かれた域内の協力・統合をより深めて
いくこと、相互理解を推進し、地域の安定を確かなも
のとして維持していくことを目標としています。その
ために、日本は、これまでのインフラ整備と並行して、
防災、環境・気候変動、保健・医療、法の支配、海上
の安全など、様々な分野での支援を積極的に実施する
とともに、大規模な青少年交流、文化交流、日本語普
及事業などを通じた相互理解の促進に努めています。
日本と東アジア地域諸国がより一層繁栄を遂げてい

くためには、アジアを「開かれた成長センター」とす
ることが重要です。そのため、日本は、この地域の成
長力を強化し、それぞれの国内需要を拡大するための
支援を行っています。

日本の無償資金協力「プノンペン公共バス交通改善計画」を通じて供
与した日本の国旗が付いた市バスを待つカンボジアの首都プノンペン
の学生たち（本事業の詳細は103ページの案件紹介を参照）（写真：
石
いし
川
かわ
正
まさ
頼
より
／在カンボジアJICA事務所）

● ● ●東南アジアへの支援
東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国  注1  は、日本

のシーレーンに位置するとともに、2018年10月時

	  注1  	 ASEAN構成国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベト
ナムの10か国（ただし、シンガポール、ブルネイはODA対象国ではない）。

点で約13,000の日系企業（事業所数）が進出するな
ど経済的な結びつきも強く、政治・経済の両面で日本
にとって極めて重要な地域です。ASEANは、2015
年に「政治・安全保障共同体」、「経済共同体」、「社
会・文化共同体」からなる「ASEAN共同体」を宣言
し、域内の連結性強化と格差是正に取り組んできまし
た。また、2019年6月にASEANが発表した「イン
ド太平洋に関するASEANアウトルック（AOIP）」＊は、
法の支配や開放性、自由といった基本原則を謳

うた
ってお

り、日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋
（FOIP）」と多くの本質的な原則を共有しています。
2020年1月にインドネシアを訪問した茂木外務大臣
は、対ASEAN外交政策スピーチの中で、AOIPを全
面的に支持し、協力をさらに進める旨表明しました。
また、2020年10月の菅総理大臣のベトナムおよび
インドネシアへの訪問や、11月のASEAN関連首脳
会議では、AOIPの協力分野のもとで日ASEAN協力
をさらに具体化していくことで一致しました（35
ページの「開発協力トピックス」も参照）。
日本は、こうしたASEANの取組を踏まえ、連結性

強化と格差是正を柱として、インフラ整備、法の支
配、海上の安全、防災、保健・医療、平和構築などの
様々な分野でODAによる支援を実施し、これまで、
ASEAN諸国に対して累計で約18兆5,536億円を供
与してきました。また、開発分野において、民間資金
や開発金融機関の資金力を活用する重要性が増してい
ることも踏まえ、2019年11月の日・ASEAN首脳会
議において、「対ASEAN海外投融資イニシアティブ」
を立ち上げました。また、同年12月、茂木外務大臣
から、質の高いインフラ投資、金融アクセス・女性支
援、グリーン投資の分野において、3年間で官民合わ
せて30億ドル規模の資金動員を目指し、JICAを通じ
て12億ドルの出融資を提供する用意がある旨を発表
しました（同イニシアティブの詳細については、99
ページの案件紹介を参照）。2020年12月時点で、9
件が採択され、290.7億円の出融資を行っています。
連結性の強化に関しては、日本は、物理的インフラ

の整備にとどまらず、制度の改善や現地の人々への技
術移転などを通じてインフラを最大限活かす「生きた
連結性」を実現しています。2016年のASEAN首脳
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会議においては、ASEAN域内におけるインフラ、制
度、人の交流の3つの分野での連結性強化を目指した
「ASEAN連結性マスタープラン」の後継文書である
「ASEAN連結性マスタープラン2025」＊が採択されま
した。日本は、この新マスタープランに基づいて
ASEANの連結性強化を支援しており、2019年5月
には、ASEANの一体性・中心性の強化を後押しする
ため、日・ASEAN技術協力協定に署名しました。
2020年1月には、同技術協力協定に基づく第一号案
件として、サイバーセキュリティに関する研修（詳細
は57ページの案件紹介を参照）を実施したほか、
2020年度中に港湾運営、物流および海洋プラスチッ
クごみ対策に関する研修を実施しました。また、2020
年11月の日ASEAN首脳会議において、「日ASEAN連
結性イニシアティブ」を発表し、現在実施中の計約2
兆円の陸海空の回

かい
廊
ろう
連結性プロジェクトを中心にハー

ド面でASEAN連結性強化を支援し、ソフト面では今
後3年間で連結性強化に資する1,000人の人材育成を
行うことを表明しました。
インフラ整備に関しては、日本は、2019年6月の

G20大阪サミットで承認された「質の高いインフラ
投資に関するG20原則」にのっとり、東南アジア諸
国に対するこれまでの支援の経験も踏まえ、国際スタ
ンダードに沿った「質の高いインフラ投資」の普及に
努めています。その一例として、フィリピンでは、「首
都圏鉄道3号線改修事業」を実施しています。2000
年に開通した同線は、当初日本企業が維持・管理を行
い、安定した運行がなされていました。一方、他国企
業が維持管理を担った2012年以降は予算不足等もあ

り、適切な維持管理業務が実施されず、線路や車両が
劣化し、運行トラブルが頻

ひん
発
ぱつ
する事態に陥っていまし

た。このため、フィリピン政府からの要請を受け、日
本の技術を活用したMRT3号線の改修が開始され、
運行速度の高速化・運行間隔の短縮などが進んでいま
す。日本の最先端の技術で鉄道の安全性・快適性を向
上させることで、同線の利用促進を図り、首都圏の深
刻な交通渋滞が緩

かん
和
わ
されることが期待されています。

また、防災・災害医療分野に関しては、2014年
のASEAN防災担当大臣会議で採択された「One	
ASEAN,	One	Response：ASEAN	Responding	to	
Disasters	as	One」の方針を実行できる仕組みづく
りのため、日本は2016年からASEAN災害医療連携
強化プロジェクト（ARCH）を開始し、2017年には
ARCHで取り組んでいる活動の必要性が明確に盛り込
まれた「災害医療にかかるASEAN首脳宣言（ALD）」
が採択されました。こうした中、ARCHは、ASEAN
各国の災害医療チームが参加する地域連携合同演習の
開催や災害医療に関する標準手順書の作成など、多く
の成果を出しています。また、ASEAN域内の基準に
限らず、世界保健機関（WHO）との研修の共同開催
などを通じて、災害医療チームの世界基準にものっ
とったASEAN地域の災害医療分野の連携能力強化を
進めています。
さらに、人材育成分野に関しては、2018年11月

の日ASEAN首脳会議において、次の5年を見据え、
「産業人材育成協力イニシアティブ2.0」として、AI
等のデジタル分野を含め、新たに8万人規模の人材を
育成することを表明しました。また、ASEAN地域に
おける産業人材育成のため、日本独自の教育システム
である「高専（高等専門学校）」をタイに設立して、
日本と同水準の高専教育を提供する協力を実施してい
きます。加えて、日本は、ASEANを含むアジア諸国
との間で、日本の大学院等への留学、日本企業でのイ
ンターンシップ等を通じ、高度人材の環流を支援し、
日本を含むアジア全体のイノベーションを促進するた
めの「イノベーティブ・アジア」事業を行っており、
2017年度から2021年度までの5年間にわたりアジ
ア全体から受入れを行っています。日本は今後も、ア
ジアにおける産業人材育成を積極的に支援していきま
す。

ASEAN事務局において、日本の対ASEAN政策に関するスピーチを
行う茂木外務大臣（2020年1月）
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ASEAN諸国の中でも特に潜在力に富むメコン地
域  注2  に関しては、毎年日本・メコン地域諸国首脳
会議（日メコン首脳会議）を開催しています。そのう
ち、おおむね3年に一度、日本で会議を開催し、地域
に対する支援方針を策定しています。2018年10月、
第10回日メコン首脳会議が東京で行われ、今後の日
メコン協力の方向性を示した「東京戦略2018」が採
択されました。同戦略は、①生きた連結性、②人を中
心とした社会、③グリーン・メコンの実現を3本柱と
して協力を進めていくことを定めています。また、
2019年11月にタイ・バンコクで行われた第11回日
メコン首脳会議では、「2030年に向けた日メコン
SDGsイニシアティブ」を発表し、メコン地域の潜在
力を最適な形で引き出すため、国際スタンダードに
のっとった質の高いインフラ投資も活用しながら、①
環境・都市問題、②持続可能な天然資源の管理・利
用、③包摂的成長の3つを優先分野として取り組んで
いくこととしました（詳細は106ページの「開発協力
トピックス」を参照）。同イニシアティブに基づく具
体的な取組として、2020年7月の第13回日メコン
外相会議において、茂木外務大臣から「草の根・メコ
ンSDGsイニシアティブ」を発表し、メコン諸国の地
域に根差した経済社会開発およびSDGsの実現を支援
していくことを表明しました。2020年度は、同イニ
シアティブとして、メコン地域の5か国を対象に少な
くとも10億円規模の草の根・人間の安全保障無償資
金協力を実施し、今後もこの取組を継続していきます。
また、同年11月の第12回日メコン首脳会議では、

新型コロナの影響でメコン諸国の経済が打撃を受け開
発資金が不足する中、民間企業等が行う開発事業の実

	  注2  	 カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムの5か国に及ぶ地域。

施を後押しするため、「メコンSDGs出融資パート
ナーシップ」をはじめとする「5つの協力」（①民間
セクターに対する出融資の推進、②小さなコミュニ
ティに行き渡る草の根の無償資金協力、③法の支配に
関する協力、④海洋に関する協力、⑤サプライチェー
ン強
きょう

靭
じん
化に関する協力）を発表しました。今後、同

パートナーシップのもと、メコン地域における海外投
融資案件の形成を推進していきます。さらに、日本
は、メコン地域の経済成長に欠かせない連結性強化を
重視して取り組んでおり、カンボジアのシハヌークビ
ル港開発、ラオスのビエンチャン国際空港の機能改
善、ミャンマーの東西経済回廊の幹線道路の整備、ベ
トナムのホーチミン都市鉄道の建設、タイのバンコク
都市鉄道（レッドライン）の建設など、「東京戦略
2018」のもとでのプロジェクトも実施してきており、
メコン地域の連結性向上に貢献するプロジェクトを着
実に実施しています。2021年には第13回日メコン
首脳会議が日本において開催され、日メコン協力がさ
らに深化することが期待されます。

テレビ会議方式の第12回日メコン首脳会議に出席し、ベトナムのグ
エン・スアン・フック首相と共同議長を務めた菅総理大臣（2020年
11月）（写真：内閣広報室）

メコン地域のうち、特に民主化の進展に取り組む
ミャンマーに対しては、急速に進むミャンマーの改革
努力を後押しするため、①少数民族に対する支援を含
む国民の生活向上、②法整備支援や人材育成、③イン
フラ整備を3本柱とし、幅広い支援を行っています。
特に、最大都市ヤンゴン近郊のティラワ経済特区
（SEZ：Special	Economic	Zone）の整備のため、
日本は官民を挙げて協力しており、日本政府はODA
を通じて周辺インフラの整備に貢献しています。
2020年10月現在、SEZには、世界から113の企業

日本の無償資金協力により整備された、東ティモール国立大学工学部
の新校舎での講義の様子（写真：JICA）
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（そのうち56社が日本企業）が進出し、既に93社
（そのうち50社が日本企業）が稼働しています。こ
れは、日本の「質の高いインフラ投資」が世界からの
信頼を受け、結実した成功例といえます。
また、少数民族和平を促進すべく、停戦が実現した

ミャンマー南東部において、住宅や基本インフラ整
備、農業技術指導を含む復興開発支援を進めていま
す。また、2017年以降70万人以上の避難民が流出
した西部のラカイン州において、国内避難民および周
辺コミュニティ住民を対象に、食糧、栄養、保健、
水・衛生、教育等の人道支援を実施しており、同州北
部において、避難民帰還に向けた環境整備としての小
規模インフラ、職業訓練などの支援を実施していま
す。さらに、同州全体において、道路、電力、学校建
設などの開発支援にも取り組んでいます。

● ● ●中国との関係
対中ODAは近年も日中関係強化に大きな役割を果

たしてきましたが、2018年10月、安倍総理大臣（当
時）の中国訪問の際、日本政府は、日中両国が対等な
パートナーとして、共に肩を並べて地域や国際社会に
貢献する時代になったとの認識のもと、対中ODAを
終了させるとともに、開発分野における対話や人材交
流などの新たな次元の日中協力を推進することを発表
しました。この発表を受けて、対中ODAは2018年
度をもって新規採択を終了し、既に採択済みの複数年
度の継続案件については、2021年度末をもってすべ
て終了することになります。
2019年には、対中ODA40周年を迎え、記念レセ

プションや、日本の協力によって建設された日中友好
病院などを視察する開発協力プレスツアーなど、これ
までの対中ODAの歩みを振り返り、総括する一連の

カンボジアの首都プノンペンでは、近年の経済発展や急激
な都市化により、交通渋滞など都市環境の悪化が深刻です。
また、人口増加や所得増加による車両保有台数の拡大、交通
事故死亡者数の増加も懸念されています。そのため、自動車
に代わる市民の移動手段を確保するために、プノンペン都は
2014年9月にバス公社を設立しました。しかし、バスの運
行を開始した当初は、市民からの認知度が低かったことに加
え、時刻表やバス停もないため利用者の満足度も低く、乗客
数が低迷していました。また、乗務員の運転技術や安全教育
も十分でなく、すべての路線を中古バスでカバーする状態で
あり、車両故障や事故が頻

ひん
発
ぱつ

していました。
こうした状況を改善するため、2017年1月から、本プロ

ジェクトが開始され、国際
開発センターを中心とする
合弁事業による専門家チー
ムがバス公社の運営改善に
乗り出しました。

最初に取り組んだのが運
行サービスの改善です。路
線図作成、バスに関するア
プリの開発と位置情報の提
供、バス停デザインの改
良、バス優先信号の試行実
験などのサービス向上に繋

つな

がる活動を実施しました。
また、専門家チームは、運
転手に対する運転技能や安

全教育、整備士に対する点検・整備技能の指導も行っていま
す。さらに、日本が無償資金協力で80台の新型バスを供与
したことも受けて、バス公社は、現在では181台、13路線
にまでサービスを拡大させました。こうした運行サービスの
向上に伴い、路線バスの乗客数は、2017年7月から2年間
で、1日当たり6千人から3万人に増加しました。

2020年12月現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、バスは運休しています。しかし、専門家チーム
は、日本から遠隔でバス車両の除菌や乗務員の感染予防対策
の徹底を指導するなど、運行再開に向けて取り組んでいま
す。プノンペンにおいて、一日も早く安心して利用できる市
民の足が復活することが待ち望まれています。

新型コロナ感染予防研修の様子。日
本人専門家が遠隔でバス乗務員に車
内の除菌・清掃指導を行っている。
（写真：国際開発センター）

バス車内啓発ポスター。日本の公共交通機関で活用された新型コロナ予
防対策ポスターを参考に啓発ポスターを作成し、全車両に貼付済み。（写
真：国際開発センター）

カンボジア プノンペン公共バス運営改善プロジェクト
技術協力プロジェクト（2017年1月～2022年2月）

一般公募
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イベントが中国で開催されました。
近年の中国に対するODAは、日本国民の生活に直

接影響する越境公害や食品の安全など、協力の必要性
が真に認められるものに絞って極めて限定的に実施さ
れており、技術協力（2019年度実績3.58億円）  注3  

と、草の根・人間の安全保障無償資金協力（2018年
度で終了）  注4  によるものです。
技術協力について、日本は、たとえば、日本への影

響も懸念されているPM2.5を含む大気汚染を中心と
した環境問題に対処する案件や、現地進出日本企業の

	  注3  	 近年の技術協力の実績は以下のとおり。	 	
32.96億円（2011年度）、25.27億円（2012年度）、20.18億円（2013年度）、14.36億円（2014年度）、8.06億円（2015年度）、
5.00億円（2016年度）、4.04億円（2017年度）、4.00億円（2018年度）、3.58億円（2019年度）

	  注4  	 近年の草の根・人間の安全保障無償資金協力の実績は以下のとおり。	 	
8.43億円（2011年度）、2.88億円（2012年度）、2.84億円（2013年度）、0.85億円（2014年度）、1.07億円（2015年度）、0.29億
円（2016年度）、995万円（2017年度）、0.23億円（2018年度）

円滑な活動にも資する中国の民法や民事・行政訴訟法
などの起草・改正作業を支援する案件を実施していま
す。また最近は、中国の経済発展を踏まえた新しい協
力のあり方として、中国側が費用を負担する形での協
力を進めています。たとえば、2018年に開始した
「日中石綿関連癌診断能力向上プロジェクト」や、
2013年に四川省で発生した芦

ろ
山
ざん
地震の被災地におけ

る防災教育推進（「四川省における防災教育推進及び
能力向上プロジェクト」）などの支援に係る費用は中
国側が負担しています。

＊インド太平洋に関するASEANアウトルック（AOIP：ASEAN	Outlook	on	the	Indo	Pacific）
インド太平洋におけるより緊密な協力のためのビジョンを創り出し、ASEANを中心とした地域枠組みを強化するイニシア
ティブ。新たなメカニズムの創設や既存のメカニズムの置き換えを目的とするものではなく、現在および将来の地域と世界に
発生する課題により良く対処するため、ASEAN共同体の構築プロセスを強化することを意図したもの。日本が推進する「自
由で開かれたインド太平洋（FOIP）」と多くの本質的な共通点を有している。

＊	ASEAN連結性マスタープラン2025（MPAC	2025：Master	Plan	on	ASEAN	Connectivity	
2025）

2015年を目標年としていた「ASEAN連結性マスタープラン」（2010年採択）の後継文書として、2016年のASEAN首脳会
議にて採択された、ASEAN連結性強化のための行動計画。2015年採択の「ASEAN2025：共に前進する」の一部と位置付
けられている。同文書は、「持続可能なインフラ」、「デジタル・イノベーション」、「シームレスなロジスティクス」、「制度改
革」、「人の流動性」を5大戦略としており、それぞれの戦略のもとに重点イニシアティブが提示されている。

用 語
解 説
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日本の開発協力の方針 東アジア地域の重点分野

法の支配の貫徹
海上の安全確保
インフラシステムの輸出

法の支配の貫徹
海上の安全確保
インフラシステムの輸出

シーレーンシーレーン

資源エネルギー産出地域との協力強化資源エネルギー産出地域との協力強化

モンゴル

ベトナム

カンボジア

ミャンマー

タイ

ラオス

東ティモール

マレーシア

フィリピン

インドネシア

中国

・生きた連結性
・人を中心とした社会
・グリーン・メコンの実現

東京戦略2018の着実な実施

2015年に「ASEAN共同体」が設立。ASEANのさらなる統合
深化を後押しすることは、日本および地域の安定と発展のため
に重要との考えのもと、以下の支援を重点的に実施。
・産業基盤や交通網整備等の質の高いインフラ支援
・通関円滑化や回廊周辺開発等を通じた域内の連結性強化
・域内および国内格差是正のための支援（貧困削減や人材育
成、保健・女性分野における支援を含む）

・防災、環境・気候変動・エネルギー分野など、持続可能な社
会の構築のための支援

・テロ対策、海上の安全確保、法の支配の促進、サイバーセ
キュリティ強化など、域内の安定・安全に資する支援

ASEAN支援

	 図表Ⅲ-2	 東アジア地域における日本の援助実績

2019年	 （単位：百万ドル）

順
位

国名または
地域名

贈　　与

計

政府貸付等

（A）－（B） 合計
（支出純額）

合計
（支出総額）

無償資金協力
技術協力 貸付実行額

（A）
回収額
（B）うち国際

機関経由
1 フィリピン 26.27 4.82 93.83 120.10 880.29 501.93 378.37 498.47 1,000.40

2 ミャンマー 179.85 44.52 80.51 260.36 496.57 － 496.57 756.93 756.93

3 インドネシア 26.75 1.80 59.17 85.92 578.42 1,547.35 -968.94 -883.02 664.34

4 ベトナム 16.44 0.73 56.76 73.20 577.38 501.94 75.43 148.63 650.57

5 タイ 1.78 0.14 27.73 29.51 229.87 764.39 -534.51 -505.01 259.38

6 カンボジア 60.29 0.75 31.49 91.79 84.64 21.54 63.11 154.89 176.43

7 モンゴル 37.10 － 21.37 58.48 56.41 29.08 27.32 85.80 114.88

8 ラオス 44.48 7.79 21.80 66.28 10.32 5.49 4.83 71.11 76.60

9 東ティモール 29.83 2.08 7.79 37.62 11.49 － 11.49 49.10 49.10

10 マレーシア 0.04 － 9.45 9.49 32.19 113.93 -81.74 -72.24 41.68

11 中国 0.21 － 3.39 3.60 － 866.98 -866.98 -863.38 3.60

東アジアの
複数国向け 1.55 1.18 5.13 6.68 － － － 6.68 6.68

東アジア地域合計 425.02 64.25 418.52 843.54 2,957.58 4,352.63 -1,395.05 -551.50 3,801.12

（ASEAN合計） 356.33 60.98 380.78 737.11 2,889.69 3,456.56 -566.88 170.23 3,626.80

（注）
・順位は支出総額の多い順。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［－］は、実績が全くないことを示す。
・無償資金協力には国際機関経由の援助のうち、国別に分類できる援
助を含む。

・複数国向け援助とは、調査団の派遣やセミナー等、複数の国にまた
がる援助を含む。

・国名はDAC援助受取国。ただし、合計は卒業国向け援助を含む。
・「東アジアの複数国向け」の実績には、DACの基準に基づく数値を
使用しているため、ミャンマーを含む複数国向けの実績が含まれて
いない。

・マイナスは貸付などの回収額が供与額を上回ったことを示す。
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開発協力トピックス
５ 2030年に向けたSDGsのための 

日メコン・イニシアティブ
東南アジア・インドシナ半島のメコン河流域に位置するカン

ボジア、ラオス、ミャンマー、タイおよびベトナムの5か国は、
成長著しいアジアの中でも、特に、高い経済成長力、豊富な
労働力を有する地域として今後の発展が大いに期待されてい
ます。また、メコン地域は、北は中国、東と南は南シナ海に接
し、西はインド洋を介してインドにつながっており、陸上・海
上ともにアジアの輸送ルートの中心に位置する要

よう
衝
しょう
です。

日本は、メコン地域諸国と緊密な経済・貿易関係を有して
おり、同地域との関係を強化することは、外交上も大変重要
です。日メコン協力を着実に実施するため、日本は、2009
年から毎年、「日本・メコン地域諸国首脳会議」を開催して
おり、これまで3年おきに東京で開催してきました（次回の
日本開催は、2021年秋頃を予定しています）。
このトピックのタイトルである「2030年に向けた日メコ

ンSDGsイニシアティブ」は、2019年11月にタイ・バン
コクで行われた第11回日本・メコン地域諸国首脳会議にお
いて採択された日本とメコン地域諸国との間の協力分野の枠
組であり、同地域によるSDGs達成に向け、「メコン地域の
潜在力を最適な形で引き出す」ことを目標としています。同
イニシアティブは、メコン地域の持続可能な発展を後押しす
ると同時に、日本とメコン地域諸国との間の「戦略的パート
ナーシップ」を象徴するものです。
同イニシアティブは、国際スタンダードにのっとった質の

高いインフラ投資も活用しながら、①環境・都市問題、②持
続可能な天然資源の管理・利用、③包

ほう
摂
せつ
的成長、の3つを優

先分野として、各分野での取組を通じて、（ア）地域と社会
の強
きょう

靱
じん
性を高め、（イ）地域の成長力を維持・強化し、（ウ）

社会の発展を一人一人の人生の「豊かさ」につなげていくこ
とを目指しています。
①環境・都市問題については、2019年のG20大阪サミッ

トで共有された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」をメ
コン各国と共有した上で、海洋プラスチックごみによる新た
な汚染を2050年までにゼロにすることを共に目指しています
（80ページの環境・気候変動対策も参照）。たとえば、カンボ
ジアでは、国連開発計画（UNDP）と連携して、4R（Refuse,	
Reduce,	Reuse,	Recycle）の促進や市民・民間企業のごみの

分別意識啓発のため
の事業を展開し、メ
コン河を通じて海洋
に排出されるプラス
チックごみの削減に
取り組んでいます。
②持続可能な天然

資源の管理・利用に
ついては、気候変動

等の影響に
よりメコン
河の水量に
変化が生じ
ており、従
来よりも複
雑な洪水・
渇水対策が
求められて
います。こうした中、メコン河の水資源管理が開かれた枠組
みで行われることが重要であるとの認識の下、日本は、メコ
ン河委員会（MRC：Mekong	River	Commission）＊との連
携を強化しています。2020年3月には、メコン河流域の洪
水・渇水対策を念頭に、メコン河流域の降雨量および水位を
観測する精度を高めるため、MRCとの間で同機関の人員や施
設・機能を強化する無償資金協力の交換公文に署名しました。
③包

ほう
摂
せつ
的成長については、その実現のための教育・人材育成

について「G20持続可能な開発のための人的資本投資イニシ
アティブ」や「産業人材育成協力イニシアティブ2.0」のもと
での取組を進めていきます（69ページの万人のための質の高
い教育および101ページの東アジア地域への支援も参照）。こ
れらのイニシアティブのもと、タイではメコン地域における産
業人材育成のため、日本独自の教育システムである「高専（高
等専門学校）」を設立して、日本と同水準の高専教育を実現す
るための協力を行っています（詳細は101ページおよび147
ページを参照）。
また、これら3つの分野における協力を一層推進する観点か

ら、2020年7月の日メコン外相会議において、茂木外務大臣
が「草の根・メコンSDGsイニシアティブ」を発表し、メコン
5か国の地域に根差した経済社会開発およびSDGsの実現を支
援していくことを表明しました。2020年度は、メコン地域諸
国を対象に少なくとも10億円規模の草の根・人間の安全保障
無償資金協力を実施し、今後もこの取組を継続していきます。
さらに、2011年から計6回にわたり官民合同で実施してき

た「グリーン・メコン・フォーラム」を、「日メコンSDGsフォー
ラム」に格上げし、「2030年に向けた日メコンSDGsイニシア
ティブ」の中長期的な実施をフォローアップしていきます。
日本は、メコン諸国の人々と社会に寄り添いながら、メコ

ン諸国自身の取組を後押しすることで、互いに高め合うパー
トナーシップを築いていきます。

＊	 メコン河委員会（MRC）は、1995年に下流域国4か国（カンボジ
ア・タイ・ベトナム・ラオス）が締結した「メコン河流域の持続的
開発のための協力に関する協定」に基づき設置された。洪水・渇水
対策のほか、漁業資源管理、ダム開発、環境問題等幅広い分野でメ
コン河の河川管理を実施している機関。ラオスにおける井戸の建設
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